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   青森県立高等学校教育改革推進計画に関する地区意見交換会（第３回） 

   並びに市町村長及び市町村教育委員会教育長との意見交換の概要について 

 

１ 地区意見交換会（第３回）の概要について 

（１）開催実績 

 

（２）主な意見 

ア 充実した教育環境の整備 

  ○ 子どもたちが様々な経験を積めるよう、学校規模を維持して充実した教育

環境を提供してほしい。 

  ◯ １学級規模や２学級規模の学校では、社会性や人間性が磨かれないと考え

るため、学校規模は３学級、４学級以上にしてほしい。 

  ○ 高校生活を通して生徒同士が力を合わせて成長していく側面があることを

考慮する必要がある。あまりにも生徒数が少ないと、メンバーが固定化する

など、様々危惧される部分もあると考えられる。 
 

イ 各地域の実情への配慮 

   ○ 通学に係る負担を考慮し、１学年１学級規模となっても、地元の高校を存

続してほしい。 

  ○ 地域振興には、地元の高校の存続が大前提である。 

  ○ 仮に地域校が募集停止となった場合にあっても、高校教育を受ける機会の

確保に配慮した学校配置とすべきである。 
 

ウ 重点校、拠点校、地域校の配置 

  ○ 重点校、拠点校、地域校の候補校については適当である。 

  ○ 重点校、拠点校を増やしてほしい。 

  ○ 高校生が目標や夢を持つことができるよう、重点校、拠点校等の名称やそ

の役割を浸透させてほしい。 

  ○ 地域校が募集停止となる際には、通学手段の確保や寄宿舎の整備をしてほ

しい。 
 

  エ 県民の理解と協力の下での計画策定 

  ○ 地域の高校が募集停止となることは、地元自治体等に大きな影響を及ぼす

ため、地域の理解を得る努力をしてほしい。 

  ○ 県立高等学校教育改革のビジョンを全面に出すことで、地域からの理解も

得られるのではないか。 

東　青 1月19日(木) 　ウェディングプラザアラスカ

下　北 1月23日(月) 　プラザホテルむつ

西　北 1月25日(水) 　プラザマリュウ五所川原

上　北 1月26日(木) 　十和田富士屋ホテル

中　南 1月30日(月) 　ホテルニューキャッスル

三　八 1月31日(火) 　八戸プラザホテル

地　区 月　日 会　　場

［その他］ 
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２ 市町村長及び市町村教育委員会教育長との意見交換の概要について 

 

（１）実績 

   訪 問 期 間：平成２８年１０月１７日から平成２９年１月３１日まで 

訪問市町村数：全４０市町村 

 

（２）主な意見 

 ア 重点校、拠点校、地域校の配置 

○ 重点校、拠点校については、それぞれが中核的な役割を担いながら県全体

を牽引していくことを期待しての候補校であると理解している。これまで以

上に質の高い教育環境を整備してほしい。 

○ 重点校、拠点校と各高校の連携が円滑に進められ、実効性のある取組がで

きるよう、現場の意見を参考にして進めてほしい。 

○ 重点校、拠点校だけに力点が置かれ、他の高校が疎かにならないよう配慮

してほしい。 

○ 重点校、拠点校、地域校の配置については特に異論はないが、重点校とい

う名称及び定義については、一考の余地があるのではないか。 

○ 地域校の募集停止等に当たっては、市町村と十分かつ慎重な協議を行って

ほしい。 

○ 地域校が募集停止になった場合における通学が困難となる地域の生徒の通

学については、自己負担で私立高校に通学している生徒がいることも考慮し

た上で不公平感が出ないよう対応策を検討していくことが必要である。 

 

 イ 全日制課程の学校配置 

○ 地理的な要因が進路選択に影響を及ぼさないよう、学校配置については

通学環境に十分配慮してほしい。 

○ 生徒が平等に高校教育を受けられるよう、学校配置を慎重に検討し、充

実した教育環境を整備してほしい。 

○ 高校が地域からなくなると、家庭の負担が大きくなることが懸念される。

高校は地域になくてはならないため、統合せずに存続してほしい。 

○ 職業教育を主とする専門学科については、地域産業の根幹を支える人財

の育成に向けた基礎的・基本的な知識・技能を身に付ける教育の充実とと

もに、高度な技術を身に付けた技術者や研究者の育成に向けた大学への進

学を目指した教育の充実も必要である。 
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 ウ 定時制課程・通信制課程の学校配置 

○ 定時制課程・通信制課程では、かつて、働きながら学ぶ生徒が多かった

が、現在は、様々な事情を抱える生徒の受け皿となっていることから、各

地区に少なくとも１校は必要である。 

○ 様々な事情で全日制課程の高校に通うことができない生徒のために、現

状の学校配置が望ましい。 

○ 定時制課程・通信制課程において生徒の実態が大きく変化してきている

ことを踏まえ、多様なニーズに対応できる教育環境を整備するため、定時

制課程・通信制課程の両機能を有する高校を県内６地区に均等に配置する

必要がある。 

 

 エ その他 

○ 様々な障害のある生徒の受け入れが可能となるよう、特別支援学校や高校

での学習機会の保障と機能の充実をお願いしたい。 

○ 中学生に対して各高校の特色を明示するなど、中学生が適切に進路選択で

きるような配慮が必要である。 

○ 小規模校においても、ＩＣＴを活用した取組等による充実した教育環境の

整備について検討してほしい。 

○ 職業教育を主とする専門学科の改編に当たっては、地域の基幹産業等を考

慮した検討をお願いしたい。 

○ 保護者や地域住民から理解を得られるよう、これまでと同様に丁寧な話し

合いと具体的な情報提供を行ってほしい。 

 

 

３ ホームページ等による意見募集の状況（平成２９年１月３１日現在） 

  ○ 学校配置全般に関するもの  ４件 

  ○ 個別の学校の存続要望   １９件 

 

４ 今後の予定 

これまで各地区意見交換会でいただいた意見等について、「地区意見交換会にお

ける主な意見」として地区意見交換会委員から教育長へ提出する。 

県教育委員会は、提出された「地区意見交換会における主な意見」を参考として、

平成２９年度に第１期実施計画（案）を策定・公表し、パブリック・コメント及び

地区懇談会を実施した上で、第１期実施計画を決定する。 
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〔その他〕 

職員の懲戒処分の状況 

平成２９年２月（１月１日～１月３１日分） 

 

        青森県教育委員会 

 

 

事案１ ①被処分者   青森県教育委員会事務局等（出先機関等） 

一般職員（４８歳 男性） 

    ②事件の概要等 速度超過（３０km/h 以上） 

・平成２８年１１月１４日（月）午前８時４分頃 

・青森市内の国道 

・最高速度６０km/h のところ、１０５km/h で走行 

    ③処分内容   減給１月 

    ④処分年月日  平成２９年 １月３１日 

⑤その他    平成２７年１０月３１日に速度超過を起こし、未報告だっ 

たことから、量定を加重。 

 

事案２ ①被処分者   上北地域市部以外の中学校 教諭（２９歳 女性） 

    ②事件の概要等 人身事故（治療期間が１５日未満）、信号無視 

・平成２８年９月６日（火）午後３時３０分頃 

・三沢市内の市道 

・自動車を運転中、信号の赤色が点滅しているにもかかわらず一時停止を怠

り交差点に進入し、左方向から直進してきた自動車と衝突し、さらにその

衝突したはずみで民家の壁に衝突したもの。 

・事故の相手方（男性１名 全治１週間） 

③処分内容   戒告 

    ④処分年月日  平成２９年１月１８日 
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